
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

1.「顕著ナル事実」か否かは事実問題か 2.「顕著ナ
ル事実」の反証の不採用と上告理由 : 請求異議事件
(最判昭和25.7.14)

坂原, 正夫
慶應義塾大学法学部

七戸, 克彦
慶應義塾大学法学部

https://hdl.handle.net/2324/6281

出版情報：法學研究. 56 (12), pp.86-95, 1983-12. 慶應義塾大学法学研究会
バージョン：
権利関係：



判

例

研

究

(
二

〇
五
八
)

86

昭
二
五
6

詣

開
講

謁

)

一

｢顕
著
ナ
ル
夢
菓
｣
か
否
か
は
事
実
問
題
か

こ

｢顕
著
ナ
ル
事
実
｣
の
反
屈
の
不
採
用
と
上
告
理
由

請
求
異
議
事
件

(昭
二
五

･
七

二

四
爵
二
小
法
廷
判
決
)

Ⅹ

(原
告

･
控
訴
人

･
上
告
人
)
は
'
か
ね
て
か
ら
訴
外
A
よ
り
本
件
建
物
を
貸
借

し
て
い
た
と
こ
ろ
､
Y
八
被
告

･
被
控
訴
人

･
被
上
告
人
)
が
A
か
ら
こ
の
建
物
を

買
受
け
'
Ⅹ
に
対
し
着
資
貸
借
葵
蘭
の
解
除
を
申
入
れ
'
建
物
明
渡
の
評
を
轟
超
も

た
o
裁
判
所
は
こ
れ
を
職
権
で
母
家
詞
侍
に
付
し
､
昭
和
二
7
年

二

万

二
三
日
肴

調
停
は
成
立
し
た
｡
そ
の
内
容
は
ヽ
Ⅹ
は
Y
に
対
し
本
件
建
物
を
昭
和
≡

季

五
月

末
日
限
り
明
渡
す
こ
と
､

Ⅹ
が
右
期
限
ま
で
に
明
渡
す
こ
と
が
不
能
な
場
合
に
は
､



同
年
＝
一
月
末
目
ま
で
X
Y
が
右
建
物
に
同
居
し
、
こ
の
場
合
X
は
そ
の
階
上
を
使

用
す
る
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Y
は
右
調
停
の
最
終
的
期
限
で
あ
る
昭
和
二

ご
年
＝
一
月
末
に
、
昭
和
二
三
年
早
々
右
調
停
調
書
に
基
づ
い
て
強
記
執
行
す
る
旨

を
X
に
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
X
は
、
調
停
調
書
に
対
す
る
講
求
異
議
の
訴
を
提

起
し
た
が
、
　
一
・
二
審
と
も
X
敗
訴
。

そ
こ
で
X
上
告
。
上
告
理
由
の
う
ち
判
示
事
項
に
関
す
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
即
ち
、
X
は
原
審
に
お
い
て
、
調
停
成
立
後
の
借
家
事
情
の
悪
化
に
は
甚
大
な

も
の
が
あ
り
い
わ
ゆ
る
事
情
の
変
更
が
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
事
情
変
更
の
原
…
則
に

基
づ
き
、
第
一
審
口
頭
弁
論
期
艮
に
お
い
て
本
件
調
停
を
取
消
し
た
旨
を
主
張
し
、

「
事
情
変
更
（
借
家
難
ナ
ル
事
情
）
」
の
存
在
を
立
証
す
る
た
め
鑑
定
を
申
請
し
た

と
こ
ろ
、
原
審
は
、
調
伴
成
立
当
時
予
想
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
住
宅
難
が
悪
化
し
な

か
っ
た
こ
と
は
公
知
の
事
実
で
あ
る
、
と
し
て
鑑
定
の
申
請
を
採
用
せ
ず
に
口
頭
弁

論
を
終
結
し
、
さ
ら
に
X
の
弁
論
再
開
の
申
請
に
つ
き
裁
判
を
し
な
か
っ
た
。
以
上

の
こ
と
は
違
法
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

最
高
裁
櫨
以
下
の
よ
う
に
戦
示
し
て
上
告
棄
却
。
「
上
告
人
が
原
審
に
お
い
て
事
情

変
更
の
事
実
を
立
証
す
る
た
め
鑑
定
を
申
請
し
た
こ
と
及
び
原
審
が
こ
れ
を
採
用
し

な
か
っ
た
こ
と
は
所
論
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
審
は
上
告
人
が
そ
の

存
在
を
立
証
せ
ん
と
し
た
事
情
変
更
の
事
実
が
不
存
在
で
あ
る
こ
と
が
顕
著
な
事
実

で
あ
る
乏
認
定
し
、
そ
の
故
に
鑑
定
の
申
請
を
し
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
登
る
事
実
が
顕
著
で
あ
る
か
ど
う
か
は
裁
判
所
の
判
断
す
べ
ぎ

事
実
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
の
当
否
を
争
う
こ
と
は
上
昏
適
法
の
理
由
と
な

ら
な
い
。
ま
た
顕
著
な
る
事
実
は
証
明
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
審
が
前
示

鑑
定
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
何
等
違
法
は
な
い
。
ま
た
弁
論
を
再
開
す

る
か
ど
う
か
は
裁
判
所
の
專
権
に
属
し
当
事
者
の
再
開
申
請
は
単
に
裁
判
所
の
職
権

の
発
動
を
聾
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
再
開
申
請
に
対
し
て
は
何
等

の
裁
料
を
要
し
な
い
窃
」

覇
例
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判
旨
に
反
対
。
、

騨
　
あ
る
事
実
淋
民
訴
法
二
五
七
条
に
い
う
「
顕
著
な
事
実
（
公
知
の
事
実
翫
裁

類
上
知
り
え
た
事
実
）
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
実
は
証
明
を
要
し
な
い
。
法

は
、
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
私
知
を
遷
し
弁
論
の
全
趣
旨

「
及
び
証
拠
調
の
結
果
に
よ
り
（
一
八
五
条
）
、
客
観
性
の
担
保
さ
れ
た
経
路
を
辿

っ
て
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
裁
判
官
が
明
確
に
知
り
そ
の
こ

と
は
誰
に
と
っ
て
も
少
し
も
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
程
度
に
認
識
す
る
こ
と

の
で
き
る
事
実
は
、
裁
料
所
の
物
断
の
正
当
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
例

外
的
に
証
拠
に
よ
る
認
定
を
要
し
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
殊
に

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
公
知
の
事
実
は
、
公
知
性
が
判
断
の
・
客
観
性
を
担
保
す

る
が
故
に
、
証
明
を
要
し
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
不
要

証
性
の
効
果
を
導
く
ど
こ
ろ
の
公
知
の
事
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
存
在
の

客
観
的
な
信
愚
性
を
担
保
し
て
い
る
と
見
ら
れ
う
る
程
度
の
公
知
性
を
帯
有
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
顕
著
な
事
実
に
関
す

る
二
五
七
条
の
規
定
は
、
現
実
に
は
、
単
に
惰
報
の
発
達
し
た
今
日
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
裁
判
官
の
私
語
を
完
全
に
排
除
で
き
な
い
と
い
う
消
極
的
理
由
を
越
え
て
、

一
見
し
て
無
用
な
証
拠
調
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
り
訴
訟
の
迅
速
・
経
済
に
資

　
（
3
）

す
る
と
同
時
に
、
実
質
的
に
み
て
明
ら
か
に
不
合
理
な
攻
撃
防
禦
方
法
を
排
除

（
4
）

し
、
ま
た
法
形
成
に
よ
っ
て
当
事
者
を
謹
囲
の
負
担
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

り
当
事
者
問
の
実
質
的
公
平
を
図
る
（
そ
の
意
昧
で
は
証
明
責
任
の
転
換
や
一
応
の

推
定
に
近
い
）
と
い
う
積
極
的
機
能
を
営
む
点
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
で
は
、
あ
る
事
実
が
、
証
拠
に
よ
つ
て
棊
礎
づ
け
ら
れ
な
く
と
も
判
断
の
客

観
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
程
度
の
公
知
性
を
有
す
る
か
否
か
、
即
ち

八
七
　
　
（
二
〇
葦
九
）

訂



　
　
　
醤
例
研
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「
公
知
の
事
実
」
か
否
か
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
つ
き
、
当
事
者
は
上
告

審
に
不
服
申
立
を
な
し
う
る
か
。
本
堂
決
は
．
民
訴
旧
一
二
八
条
に
関
す
る
大

　
　
（
6
）

審
院
判
例
を
踏
襲
し
、
顕
著
（
公
知
の
事
実
）
か
否
か
は
事
実
問
題
で
上
告
適
法

の
理
由
と
な
ら
な
い
、
と
凝
示
し
た
も
の
で
、
爾
後
こ
の
点
に
つ
き
直
接
争
わ

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
た
事
案
が
な
い
た
め
、
今
日
に
至
る
ま
で
先
例
的
価
値
を
有
す
る
判
例
と
目

さ
れ
る
Q

二
　
右
論
点
に
立
ち
入
る
前
に
、
ま
ず
、
顕
著
な
事
実
に
関
し
て
二
五
七
条
が

適
用
さ
れ
る
た
め
の
要
件
及
び
効
果
を
考
察
し
た
い
◎

　
ま
ず
、
本
条
の
効
果
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
以
下
の
異
な
る
二
つ
の
側

面
に
お
い
て
位
置
づ
け
う
る
こ
と
が
特
徽
的
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
条
文

の
効
果
の
側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
本
条
は
、
当
事
者
に
争
い
の
あ
る
事
実
に

つ
き
例
外
的
に
証
拠
調
を
省
略
す
る
と
い
う
純
然
た
る
手
続
進
行
上
の
規
定
と

し
て
把
握
し
う
る
。
手
続
進
行
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
以
上
．
本
条
の
適
用
戦

断
は
裁
物
所
の
訴
訟
指
揮
権
の
内
容
に
属
し
、
本
来
当
事
者
の
処
分
を
許
さ
な

い
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
蹴
い
。
こ
れ
に
対
し
第
二
に
．
果
決
三
段
論
法
の
構

造
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
本
条
は
、
裁
判
官
の
訴
訟
外
の
既
知
を
例
外
的
に
事

実
認
定
過
程
に
取
込
む
も
の
と
し
て
、
三
段
論
法
の
小
前
提
に
還
元
さ
れ
る
形

で
理
解
し
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
囑
本
条
は
、
証
拠
調
手
続
そ
の
も
の
に
代
替

す
る
事
実
認
定
の
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
証
拠
資
料
に
代
わ
っ
て
顕
著

挫
（
公
知
性
）
が
事
実
の
存
在
を
推
認
さ
せ
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
◎
つ
ま
り
公
知
性
は
、
事
実
の
存
在
に
と
っ
て
証
拠
資
料
・
閲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

接
事
実
と
同
じ
地
位
に
立
つ
の
で
あ
る
。
か
か
る
本
条
の
効
果
の
二
重
の
意
味

が
、
第
一
に
顕
著
性
（
公
知
性
）
の
有
無
の
判
断
に
関
し
て
、
　
一
方
は
手
続
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
二
〇
六
〇
）

行
上
の
規
定
で
あ
る
が
故
に
当
事
者
の
関
与
を
許
ざ
ず
と
し
、
他
方
は
事
実
の

存
在
を
推
認
せ
し
め
る
も
の
故
に
当
事
者
の
処
分
を
認
め
る
．
と
い
う
差
で
現

わ
れ
、
ま
た
、
第
二
に
上
告
可
能
性
に
関
し
て
、
一
方
は
訴
訟
法
規
違
背
と
し

て
端
的
に
上
告
可
能
性
を
認
め
、
他
方
は
事
実
認
定
の
過
程
に
属
す
る
が
故
に

原
則
と
し
て
上
告
理
由
と
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
の
仕
方
と
な
っ
て
現
わ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
問
題
の
収
束
の
た
め
に
は
、
本
条
が
適
用
さ
れ

る
場
合
と
証
拠
資
料
・
間
接
事
実
と
し
て
公
知
姓
の
主
張
．
・
立
証
が
な
さ
れ
る

場
合
の
相
違
を
明
確
化
し
、
本
条
適
用
に
際
し
て
、
後
者
と
同
一
の
処
理
を
す

る
こ
と
が
本
条
の
機
能
か
ら
み
て
実
質
的
に
妥
当
か
、
と
い
う
点
か
ら
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
つ
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
本
条
が
不
当
に
適
用
さ
れ
た
後
の
段

階
で
の
救
済
の
必
要
性
を
裁
判
官
の
私
知
禁
止
の
要
請
か
ら
勘
案
す
る
と
と
も

に
、
救
済
方
法
の
法
的
構
成
に
お
い
て
他
の
領
域
と
の
斉
合
性
が
保
た
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
要
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
本
件
で
問
題
と
さ

れ
る
公
知
の
事
実
に
関
し
て
は
、
次
の
要
件
を
具
備
す
る
場
合
に
の
み
例
外
的

に
証
拠
調
が
省
略
さ
れ
、
具
備
し
な
い
場
合
は
原
則
に
還
っ
て
証
拠
調
に
付
さ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

ω
　
ま
ず
第
一
に
、
当
事
者
に
争
い
の
あ
る
事
実
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
◎
上
述
の
よ
う
に
本
条
は
本
来
証
明
を
要
す
べ
き
事
実
に
つ
き
、
裁
判
所
の

覇
断
の
客
観
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
例
外
的
に
証
明
を
不
要
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ω
　
従
っ
て
、
殊
に
主
要
事
実
に
関
し
て
、
事
実
の
存
在
に
つ
き
主
張
を
要
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

な
い
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
に
つ
い
て
「
当
事
者

88



に
争
い
の
あ
る
事
実
」
を
前
提
と
す
る
本
条
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
い
と
解

　
　
（
1
1
）

惑
れ
る
。
反
対
説
が
憂
慮
す
る
の
は
、
両
当
事
者
が
当
該
事
実
の
存
在
を
知
ら

ず
に
迂
遠
な
争
い
を
試
み
よ
う
と
す
る
場
合
や
、
相
手
方
の
不
知
に
乗
じ
て
こ

¶
の
者
を
害
す
る
意
図
で
敢
え
て
主
張
を
控
え
て
い
る
場
合
、
さ
ら
に
は
訴
訟
外

の
第
三
者
を
害
す
る
目
的
で
両
当
事
者
が
通
謀
し
た
場
合
等
に
、
健
全
旦
つ
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

識
的
な
司
法
倒
度
の
運
営
の
理
念
が
損
な
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
か
か
る
指
摘
は

適
確
で
あ
る
が
、
仮
に
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
当
該
事
・
実
の
存
在
を
知

ら
な
い
場
合
は
、
本
条
が
予
定
す
る
社
会
の
一
員
と
し
て
有
す
べ
き
知
識
を
た

ま
た
ま
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
要
に
応
じ

て
合
理
的
範
囲
で
釈
明
し
、
ま
た
、
仮
に
両
当
事
者
が
当
該
事
実
を
知
り
つ
つ

主
張
を
控
え
て
い
る
こ
と
が
裁
判
所
に
判
明
し
た
場
合
に
は
、
訴
訟
欄
度
の
濫

用
な
い
し
不
誠
実
な
訴
訟
追
行
を
理
由
に
訴
を
却
下
す
れ
ば
足
り
る
と
思
わ
れ

（
1
3
）

る
。
㈲
　
ま
た
、
事
実
の
存
在
に
関
し
て
の
公
知
性
に
反
す
る
自
白
も
同
様
に
「
当

事
者
に
争
い
の
あ
る
事
実
」
と
い
う
本
条
適
規
の
前
提
を
欠
く
か
ら
、
か
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

自
白
は
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
解
さ
れ
る
◎
常
識
を
逸
脱
し
た
当
事
者
の
自
白

は
、
④
と
同
様
の
弁
論
主
義
内
の
考
慮
に
よ
つ
て
避
け
う
る
で
あ
ろ
う
◎
こ
れ

に
対
し
て
、
争
い
の
あ
る
事
実
が
公
知
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
自
白
は
、
本

条
適
用
に
関
し
て
い
え
ば
裁
判
所
を
拘
束
し
な
い
。
証
拠
調
を
行
な
う
か
否
か

に
つ
い
て
、
当
事
者
の
自
白
に
裁
判
所
が
左
右
さ
れ
る
の
は
極
め
て
煩
蹟
と
い

え
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
本
条
適
用
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
、
事
実
の
存
在
に

つ
い
て
の
間
接
事
実
と
し
て
の
公
知
性
に
関
す
る
自
白
は
、
聞
接
事
実
に
つ
い

て
自
白
の
効
力
を
認
め
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
判
例
研
究

②
　
第
二
に
、
裁
判
官
が
訴
訟
外
で
既
に
当
該
事
実
を
知
り
、
か
つ
そ
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
つ
き
確
信
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
間
接
事

実
と
し
て
公
知
性
が
調
断
さ
れ
る
揚
合
と
大
い
に
異
な
る
。
後
者
の
場
合
に
は

裁
判
官
は
訴
訟
内
で
初
め
て
心
証
形
成
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実

の
存
在
に
関
す
る
訴
訟
外
で
の
心
証
形
成
を
公
知
性
を
理
由
に
事
実
認
定
に
取

込
む
本
条
と
区
劉
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
あ
る
事
実
が
客
観
的
に
は
公
知
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
裁
判
官
が
こ
れ
を
知

ら
ず
、
ま
た
知
っ
て
い
て
も
そ
の
存
在
に
つ
き
確
信
が
な
い
限
り
、
原
期
通
り

事
実
の
存
在
に
関
す
る
証
明
を
要
す
る
。
従
っ
て
、
客
観
的
に
は
公
知
で
あ
る

事
実
に
関
し
て
、
裁
判
官
が
た
ま
た
ま
知
識
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
、

当
事
者
か
ら
公
知
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
も
本
条
適
用
に
は
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
。
裁
判
官
が
知
ら
な
い
以
上
、
裁
判
官
の
訴
訟
外
の
既
知
を
例
外
的

に
利
用
す
る
と
い
う
本
条
の
基
礎
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
◎
他
方
、
か
か
る
主
張

が
事
実
の
存
在
に
関
す
る
間
接
事
実
と
し
て
訴
訟
内
の
心
証
形
成
に
資
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
は
自
由
心
証
主
義
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

③
以
上
の
点
を
前
提
と
し
て
、
第
三
に
、
裁
判
所
が
該
事
実
が
公
知
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

」
こ
と
に
つ
き
確
信
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
の
存
在
に
関
す
る

確
信
を
有
す
る
の
み
で
、
公
知
性
に
関
す
る
確
信
を
充
足
せ
ず
し
て
当
該
事
実

を
認
定
し
た
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
裁
判
官
の
越
知
と
な
る
。
こ
れ
と
逆
に
、
事

実
の
存
在
に
つ
き
確
信
に
到
ら
な
い
が
、
公
知
牲
に
つ
き
確
信
を
有
す
る
と
い

う
場
合
は
あ
り
得
な
い
。
本
条
の
公
知
性
は
事
実
の
存
在
を
確
信
の
程
度
ま
で

推
認
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ω
　
公
知
性
の
確
信
は
、
裁
判
所
が
事
実
の
存
否
の
証
拠
調
を
行
な
う
か
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
二
〇
六
］
）
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か
を
検
討
す
る
時
ま
で
に
は
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
公
知
性

は
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
変
化
す
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
要
は
事
実
認

定
の
客
観
性
ぶ
担
保
さ
れ
て
い
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
事
実
の
認
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

時
に
公
知
性
を
確
信
し
て
い
れ
ば
足
り
る
。
従
っ
て
、
・
事
実
の
存
否
確
定
の
た

め
の
証
拠
調
を
す
る
余
地
の
な
い
上
告
審
が
、
自
己
の
立
場
で
公
知
性
を
確
信

し
て
本
条
を
適
用
す
る
こ
姦
・
起
こ
り
得
偽
・

㈲
　
本
条
適
用
に
際
し
て
、
裁
判
官
が
、
事
実
の
存
在
に
つ
き
確
信
を
有
す
る

が
公
知
性
に
つ
き
心
証
度
が
確
信
の
程
度
に
ま
で
到
達
し
な
い
場
合
に
、
公
知

性
に
関
し
当
事
者
に
証
明
の
余
地
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
淋
あ
る
。
当
該

事
実
が
公
知
で
は
な
い
（
従
っ
て
私
知
で
あ
る
）
と
確
信
す
る
場
合
は
、
裁
判
官

は
、
回
避
（
四
三
条
）
す
る
か
、
既
知
を
黙
秘
し
ま
た
は
表
明
し
て
事
実
の
存
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
関
す
る
証
拠
調
を
行
な
う
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に
豪
し
公
知
と
も
異
型
と
も
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

信
の
な
い
場
合
に
は
、
公
知
で
あ
る
こ
と
の
誕
明
を
肯
定
す
る
見
解
が
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
事
者
双
方
が
公
知
で
な
い
と
す
る
場
合
は
当
事
者
の
証
明

の
努
力
を
期
待
し
難
い
し
、
当
事
者
の
一
方
が
公
知
で
あ
る
と
主
張
し
そ
の
挙

証
に
努
力
し
て
も
証
明
が
成
功
す
る
保
証
は
な
く
、
証
明
が
不
成
功
に
終
わ
っ

た
場
合
に
改
め
て
事
実
の
存
否
に
関
す
る
証
拠
調
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
ξ

は
二
度
手
間
で
あ
る
。
証
拠
調
の
要
否
の
判
断
を
証
長
調
の
結
果
に
係
ら
し
め

る
の
は
迂
遠
で
あ
り
、
ま
た
、
か
よ
う
に
し
て
ま
で
本
来
私
知
で
あ
る
と
こ
ろ

の
裁
判
官
の
訴
訟
外
の
既
知
を
利
用
す
る
必
要
も
利
点
も
な
い
。
本
条
の
適
用

を
当
事
者
の
行
為
に
委
ね
る
と
、
前
述
し
た
本
条
の
機
能
が
減
殺
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
な
ろ
う
。
公
知
で
あ
る
こ
と
の
証
明
の
余
地
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

証
明
の
余
地
ぶ
な
い
以
上
、
公
知
で
あ
る
と
の
主
張
も
ま
た
必
要
な
い
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
（
二
〇
六
二
）

な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
本
条
の
適
用
に
関
し
て
で
あ
り
、
裁
判
官
に
訴
訟
外

の
既
知
に
つ
い
て
の
確
信
が
な
い
場
合
、
聞
接
事
実
と
し
て
公
知
性
を
主
張
し

証
明
す
る
こ
と
は
、
無
論
認
め
ら
れ
る
Q

の
　
他
方
、
公
知
で
あ
る
と
し
て
本
条
を
適
用
し
た
裁
判
所
に
対
し
、
公
知
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
怨
）

は
な
炉
と
の
反
証
は
許
さ
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
本

来
公
知
の
事
実
は
回
護
を
挙
げ
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
裁
判
官
の
既
知
の
利

用
に
対
し
こ
れ
を
排
斥
し
、
正
当
性
の
担
保
さ
れ
た
事
実
認
定
経
路
1
1
証
拠
調

手
続
に
よ
る
こ
と
を
要
求
す
る
裁
判
所
に
向
け
ら
れ
た
（
相
手
方
に
で
は
な
い
）

攻
撃
と
し
て
、
裁
判
官
の
勝
馬
を
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
に
排

除
す
る
こ
と
の
保
障
と
な
り
得
る
か
ら
、
と
さ
れ
る
。
．
裁
判
官
の
耳
垂
排
除
の

要
請
か
ら
こ
れ
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
七
、
．
か
か
る
当
事
者
の

行
為
は
、
裁
判
所
の
本
条
の
不
当
適
用
に
対
す
る
責
問
権
の
行
使
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
本
来
の
憲
味
で
の
反
誕
で
は
な
い
。
本
条
の
適
用
を
求
め
る
公
知
で

あ
る
と
の
主
張
は
、
本
条
不
適
用
に
よ
り
証
拠
調
と
い
う
客
観
牲
の
担
保
さ
れ

た
手
続
に
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
に
か
か
る
が
、
逆
に
本

条
が
要
件
不
充
足
に
も
拘
わ
ら
ず
不
当
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
私
知
排
除

の
要
請
か
ら
放
棄
・
喪
失
は
認
め
ら
れ
な
い
。

．
三
　
右
に
対
し
、
証
明
責
任
を
負
う
べ
き
事
実
が
顕
著
と
さ
れ
た
場
合
、
該
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

実
の
存
在
に
対
し
不
真
実
で
あ
る
と
の
反
証
は
、
常
に
許
さ
れ
る
。
同
様
に
、

謳
明
責
任
を
負
う
べ
き
事
実
と
反
対
事
実
が
顕
著
で
あ
る
と
さ
れ
た
場
合
に

も
、
該
事
実
が
真
実
で
あ
る
と
の
証
明
は
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、

本
条
適
用
に
よ
り
裁
判
官
の
訴
訟
外
の
心
証
形
成
が
取
込
庫
れ
た
結
果
、
そ
の

後
の
当
事
者
の
事
実
の
存
在
に
関
す
る
証
明
の
負
担
が
事
実
上
軽
減
さ
れ
、
あ

90



る
い
は
加
重
さ
れ
た
（
本
条
適
用
に
よ
り
本
来
白
紙
で
あ
る
べ
ぎ
訴
訟
内
の
心
証
形
成

に
ハ
ン
デ
ィ
が
付
さ
れ
た
）
こ
と
に
頬
応
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
条
の
適
用
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

れ
自
体
に
は
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
か
か
る
証
墾
は
．
通

常
の
自
由
心
証
主
義
に
基
づ
く
訴
訟
内
の
心
証
形
成
の
場
合
に
、
裁
判
官
が
事

実
の
存
在
を
確
信
し
て
も
な
お
反
証
の
余
地
が
あ
る
の
と
周
様
で
あ
っ
て
、
そ

の
前
提
と
し
て
の
確
信
が
訴
訟
外
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
関
す
る
本
条
の
問
題

で
は
な
い
。
本
件
X
の
鑑
定
申
請
は
、
借
家
難
で
は
な
い
こ
と
の
公
知
性
自
体

に
対
す
る
反
証
で
は
な
く
し
て
、
粛
清
変
更
（
借
家
難
ナ
ル
事
情
）
の
存
在
に
つ

い
て
の
本
証
で
あ
り
圏
本
条
適
用
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
判
例
が

本
条
適
摺
に
関
し
て
の
公
知
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
証
の
余
地
を
認
め
て
い

る
と
解
さ
れ
て
い
る
漢
、
県
勢
の
大
審
院
・
最
高
裁
判
例
の
事
案
も
事
実
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

否
に
関
す
る
証
明
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
本
条
適
用
後
の
純
然
た
る
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
8
）

自
由
心
証
主
義
の
問
題
で
あ
る
。

ω
　
事
実
の
存
在
に
関
す
る
証
輿
の
証
拠
調
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
裁
判
所
が

そ
の
申
出
に
ど
の
程
度
の
価
値
を
認
め
る
か
に
係
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

も
採
用
し
な
く
と
も
よ
b
の
は
、
通
常
の
場
合
と
周
様
で
あ
る
。
ま
た
、
事
実

の
存
在
（
公
知
性
で
は
な
い
）
に
つ
い
て
確
信
に
至
っ
た
経
路
も
．
こ
れ
に
対
す

る
反
証
不
採
用
の
理
由
も
、
開
示
す
る
必
要
は
な
い
。
公
知
牲
こ
そ
が
確
信
の

理
由
だ
か
ら
で
あ
る
◎
本
件
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
X
の
鑑
定
申
請
に
価
値

を
見
出
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
．
戦
旨
の
う
ち
こ
の
部
分
に
関
す
る

料
断
は
結
論
と
し
て
は
正
当
で
あ
る
◎

㈲
　
こ
れ
に
対
し
て
、
本
条
を
適
用
し
た
場
合
に
公
知
性
の
確
信
に
至
っ
た
経

路
を
料
決
理
由
中
に
開
示
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ

　
　
　
判
例
観
究

る
◎
公
知
盤
は
聞
接
事
実
・
証
拠
資
料
と
薫
じ
地
位
に
立
つ
か
ら
こ
れ
に
関
す

る
理
由
開
示
の
必
要
は
な
い
と
も
い
え
る
が
、
公
知
性
は
裁
前
官
の
訴
訟
外
の

既
知
に
対
し
正
当
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
そ
の
判

断
に
当
事
者
の
関
与
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
知
に
基
づ
い
て
裁

判
を
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
当
事
者
が
納
得
で
き
る
程
度
で
公
知
性
の
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

を
開
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
、
開
示
の
範
囲
は
、
公

知
と
確
信
す
る
に
つ
き
通
常
人
の
思
惟
に
照
ら
し
て
合
理
的
専
断
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
推
知
し
う
る
程
度
で
良
く
、
裁
判
官
の
佃
人
的
な
公
知
牲
の
確
僑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

獲
得
過
程
を
微
細
に
わ
た
っ
て
開
示
す
る
必
要
は
な
い
。

鰯
　
以
上
縷
縷
述
べ
た
よ
う
に
、
顕
著
な
事
実
に
関
す
る
本
条
は
、
裁
判
官
の

既
知
を
判
断
の
正
当
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
限
り
で
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
．
本
条
適
用
に
際
し
て
は
、
正
当
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
か
（
即
ち
本
件
で
い

え
ば
、
公
知
か
否
か
）
の
判
断
に
細
心
の
注
意
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
勿
論
、
本

条
が
不
当
に
適
需
さ
れ
た
場
合
に
は
、
．
当
事
者
に
救
済
の
途
が
与
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
⇔

　
原
審
の
訴
訟
手
続
中
に
お
い
て
当
事
者
は
、
不
真
実
と
の
証
明
に
よ
り
、
事

実
σ
存
在
に
関
す
る
裁
判
官
の
訴
訟
外
で
形
成
さ
れ
た
心
証
を
揺
る
が
す
機
会

も
・
．
ま
た
公
知
で
な
い
旨
の
申
立
に
よ
り
、
公
知
性
の
戦
断
に
対
す
る
再
検
討

を
喚
起
さ
せ
る
機
会
も
有
し
て
い
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
官
が
公
知
性
の
「

確
信
を
有
し
、
従
っ
て
ま
た
事
実
の
存
在
に
関
す
る
確
信
も
有
し
て
い
る
が
、

公
知
性
の
概
念
を
誤
っ
て
広
く
解
し
す
ぎ
た
場
合
に
は
問
題
が
生
ず
る
◎
か
か

る
場
合
に
は
、
原
審
㊥
手
続
中
で
該
原
審
に
自
己
の
尊
覧
の
自
省
を
求
め
る
こ

と
は
．
事
実
上
困
難
で
あ
り
、
上
告
可
能
性
を
認
め
な
い
と
、
裁
判
官
の
私
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
二
〇
六
三
）
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響
例
研
究

禁
止
の
原
則
が
貫
徹
さ
れ
ず
、
当
事
者
に
酷
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
。

　
右
の
よ
う
な
場
合
に
上
告
可
能
牲
を
承
認
す
る
点
で
、
学
説
は
結
論
的
に
は

一
致
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
公
知
性
に
関
し
て
上
告
審
の
審
査
は
全
く
及

ば
な
い
趣
旨
と
も
と
れ
る
判
例
も
、
委
細
検
討
し
て
み
れ
ば
、
　
一
定
の
範
囲
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

上
告
理
由
と
な
る
余
地
を
認
め
る
も
の
と
も
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
公
知
か
否
か
は
事
実
問
題
か
法
律
問
題
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
、
そ
の

説
明
の
仕
方
で
学
説
は
多
岐
に
分
か
れ
、
そ
の
結
果
、
上
告
理
由
の
法
的
構
成

（
根
拠
条
文
）
で
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
条
の

効
果
の
二
重
の
意
味
に
つ
い
て
各
説
の
視
点
が
異
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
思

わ
れ
る
。
即
ち
、
事
実
問
題
と
解
す
る
説
は
、
本
条
が
証
拠
調
手
続
に
代
替
す

る
も
の
と
し
て
三
段
論
法
の
小
前
提
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
公
知
性
は
間
撲
事
実

な
い
し
証
拠
資
料
と
同
様
、
事
実
の
存
在
を
推
認
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
事
実

認
定
の
過
程
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
側
面
に
着
眼
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
方

純
然
た
る
法
律
問
題
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
訴
訟
法
規
た
る
本
条
の
解
釈
・
適

用
違
背
も
ま
た
、
法
令
違
背
（
三
九
四
条
）
と
し
て
上
告
審
の
審
査
に
服
す
る
点

に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω
　
事
実
問
題
と
解
す
る
以
上
、
公
知
性
の
判
断
自
体
に
つ
い
て
上
告
は
認
め

ら
れ
な
い
か
ら
．
公
知
性
の
確
信
に
つ
き
経
験
則
違
背
が
あ
る
と
の
構
成
を
採

（
3
3
）

る
か
、
あ
る
い
は
判
決
の
理
由
不
備
・
理
由
齪
麟
に
基
づ
く
上
告
理
由
（
三
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
婆
3
）

五
条
一
顔
六
号
）
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
、
客
観
的
な
公
知
性

の
心
証
度
を
不
当
に
低
く
解
し
た
走
い
う
意
味
で
、
公
知
の
解
釈
・
適
用
違
背

と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
◎
後
者
は
、
理
由
不
備
・
理
由
齪
齢
の
理
解
の
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
（
二
〇
六
四
）

に
も
よ
る
が
、
事
実
の
存
在
を
推
認
さ
せ
る
公
知
性
に
つ
い
て
、
判
決
理
由
中

で
の
開
示
を
要
求
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

⑭
こ
れ
に
対
し
て
法
律
問
題
説
は
、
公
知
性
の
判
断
に
対
す
る
法
令
違
背

（
三
九
四
条
）
の
上
告
可
能
性
を
一
旦
承
認
し
て
お
い
て
、
「
判
決
二
影
響
ヲ
及

ボ
ス
コ
ト
明
ナ
ル
」
か
否
か
で
、
現
実
に
破
棄
事
由
と
な
る
か
に
つ
い
て
絞
り

を
か
け
る
こ
と
に
な
る
◎
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
上
告
審
の
不
拘
束
一
下
級

審
が
顕
著
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
を
上
告
審
が
顕
著
な
ら
ず
と
も
、
ま
た
逆

に
、
顕
著
な
ら
ず
と
し
て
（
か
つ
立
証
も
な
い
と
し
て
）
真
実
と
認
め
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

事
実
を
上
告
審
が
顕
著
な
り
と
認
定
で
き
る
ー
ー
と
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
証
拠
調
手
続
に
付
す
か
否
か
に
関
す
る
本
条
が
、

上
告
審
に
顕
著
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
余
地
は
な
く
、
上
告
審

が
審
査
す
る
の
は
、
下
級
審
が
顕
著
で
あ
る
と
し
た
判
断
に
つ
い
て
下
級
審
の

時
点
に
お
い
て
客
観
的
に
顕
著
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
っ
て

こ
の
説
に
立
っ
て
も
、
原
審
が
客
観
的
に
は
公
知
で
な
い
事
実
を
公
知
で
あ
る

と
し
て
本
条
を
適
用
し
証
拠
調
を
省
略
し
た
場
合
、
上
告
審
は
原
審
に
対
し
、

そ
の
事
実
を
公
知
で
な
い
と
し
て
判
断
す
る
（
証
拠
調
に
付
す
）
よ
う
破
棄
差
戻

　
　
　
　
　
（
訂
）

す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
公
知
性
に
つ
き
原
審
で
現
実
に
主
張
・
立
証
が
な

さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
原
審
が
事
実
の
存
在
に
関
し
て
訴
訟
内
で
の
心
証
形
成

の
た
め
、
間
接
事
実
と
し
て
公
知
性
を
判
断
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
条
適
用

と
は
無
関
係
で
あ
り
、
本
条
の
違
背
を
理
由
と
す
る
上
告
は
そ
も
そ
も
認
め
ら

　
（
3
8
）

れ
な
い
◎

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
条
の
効
果
が
二
重
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
、
閥
接
事

実
と
し
て
公
知
性
が
主
張
・
立
証
さ
れ
得
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
公
知
か
否
か
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は
事
実
問
題
か
法
律
問
題
か
に
関
す
る
複
雑
な
争
い
を
生
み
出
し
て
い
た
。
結

論
的
に
い
え
ぽ
、
公
知
か
否
か
の
判
断
に
対
し
て
は
、
・
二
五
七
条
の
解
釈
・
適

用
違
背
と
し
て
法
令
違
背
（
三
九
四
条
）
を
理
由
に
上
告
可
能
性
を
認
あ
、
判
決

に
明
白
・
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
ど
う
か
を
基
準
に
現
実
に
破
棄
事
由
と
な

る
か
否
か
の
絞
り
を
か
け
る
理
解
の
仕
方
が
、
思
考
経
済
上
簡
易
で
あ
る
と
思

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
条
適
用
に
際
し
て
の
公
知
か
否
か
の
判
断
は
純
然

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
る
法
律
問
題
と
解
す
べ
く
、
公
知
性
が
事
実
認
定
の
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
は
、
判
決
へ
の
影
響
力
に
関
す
る
判
断
要
素
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
よ
い

と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
事
実
認
定
に
於
け
る
手
続
法
違
背
全
般
に
つ

い
て
敷
無
し
う
る
も
の
で
、
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
の
採
用
・
自
白
の
効

力
の
誤
認
・
証
拠
調
手
続
の
違
法
・
経
験
則
（
自
由
心
証
主
義
）
違
背
等
も
、
こ

れ
ら
を
規
定
す
る
手
続
法
規
の
解
釈
・
適
用
違
背
を
理
由
に
法
律
問
題
と
し
て

法
令
違
背
（
三
九
四
条
）
の
上
告
可
能
性
を
認
め
た
上
で
、
事
実
認
定
過
程
に
属

す
る
こ
と
を
判
決
へ
の
影
響
力
の
側
面
か
ら
判
断
し
、
現
実
に
破
棄
事
由
と
な

る
か
否
か
を
考
え
る
の
が
、
上
告
鯛
度
の
素
直
な
理
解
と
い
え
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
結
局
こ
の
問
題
も
ま
た
、
法
と
事
実
の
監
置
の
困
難
に
逢
着
す
る
。

　
本
件
で
公
知
と
さ
れ
た
借
家
難
で
は
な
い
と
い
う
事
実
鳳
、
通
常
公
知
性
を

有
す
る
よ
う
な
性
質
を
も
つ
と
は
言
い
難
い
が
、
し
か
し
、
観
念
的
に
は
、
い

か
な
る
事
柄
で
も
公
知
性
を
帯
有
す
る
可
能
性
は
な
い
と
は
限
ら
な
い
◎
公
知

と
な
る
よ
う
な
事
実
の
外
延
は
時
と
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
、
明
確
な
輪

郭
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
個
別
・
具
体
的
に
判
断
せ
ざ
る
を
得

（
3
9
）

な
い
。
従
っ
て
破
棄
事
由
と
な
る
か
の
基
準
は
、
も
し
当
該
下
級
審
が
公
知
性

を
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
の
唯
一
の
証
拠
資
料
・
聞
接
事
実
と
し
て
用
い
た
な

　
　
　
　
判
例
研
究

ら
ば
、
確
信
の
程
度
に
ま
で
至
る
こ
と
が
不
合
理
か
否
か
、
と
い
う
べ
き
で
あ
．

（
0
4
）

ろ
う
。
公
知
性
に
つ
い
て
は
上
告
適
法
の
理
由
と
な
ら
な
い
と
し
た
本
判
決

は
、
事
案
の
結
論
と
し
て
は
妥
当
と
し
て
も
、
裁
判
官
の
落
盤
排
除
の
保
障
と

し
て
、
か
か
る
点
に
つ
き
判
断
す
る
理
論
的
余
地
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
判
旨
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
な
お
本
件
評
釈
と
し
て
、
兼
子
一
”
星
野
英
】
・
愚
民
昭
二
五
－
一
六
〇
、

菊
井
維
大
・
底
豆
五
一
一
二
（
剃
例
民
事
手
続
法
一
六
一
）
、
高
根
義
三
郎
・
新
報

五
八
－
ニ
ー
七
一
、
中
田
淳
一
・
民
商
三
ニ
ー
三
一
三
五
五
（
民
事
訴
訟
判
例
研

究
＝
一
）
が
あ
る
Q

　
（
1
）
　
以
上
の
説
明
に
争
い
は
な
い
。
本
文
の
表
現
は
三
ケ
月
章
・
民
事
訴
訟
法
（
有

　
　
斐
閣
・
法
律
学
全
集
）
三
九
四
頁
、
小
山
昇
・
民
事
訴
訟
法
〔
三
訂
版
〕
三
二
二
頁

　
　
に
依
っ
た
。

　
（
2
）
岩
松
三
郎
“
兼
子
一
編
・
法
律
実
務
講
座
㈲
（
第
一
審
手
続
⑧
）
＝
一
頁
。

　
（
3
）
、
小
室
直
入
「
裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
」
（
図
法
三
〇
巻
）
（
中
村
還
暦
論
文
集
）

　
　
八
四
頁
。

　
（
4
）
　
判
例
は
全
て
原
審
の
公
知
の
判
断
に
対
す
る
不
服
申
立
を
棄
却
し
て
い
る
が
、

　
　
そ
の
申
に
は
一
見
し
て
不
当
な
不
服
申
立
と
い
え
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

　
（
5
）
◎
ゆ
①
ぎ
さ
切
象
⑦
酵
。
魯
紳
腎
9
等
。
巳
Φ
§
且
母
弓
9
。
。
簿
9
窪
h
＄
韓
。
＝
§
伊
e

　
　
げ
巴
誌
。
げ
6
霞
潔
。
ぽ
興
園
g
げ
け
ω
h
◎
貰
ぴ
一
蜀
億
昌
ぴ
q
℃
男
＄
富
。
ぽ
賊
一
覧
蔓
立
切
麟
霞
し
り
。
。
ど

　
　
ω
．
零
ω
自
・
な
お
、
本
文
三
参
照
。

　
（
6
）
　
い
ず
れ
も
公
知
の
事
実
に
関
す
る
。
大
判
明
治
三
五
・
九
・
一
九
民
三
八
一
八

　
　
一
一
〇
、
大
判
明
治
四
〇
・
五
・
二
　
民
田
｝
三
・
五
三
一
『
大
判
大
正
＝
一
丁
｝

　
　
二
・
五
民
集
三
i
五
一
「
六
。

　
（
7
）
　
な
お
最
判
昭
二
八
・
九
・
一
一
裁
判
集
民
九
一
九
〇
一
は
、
顕
著
な
事
実
と
認

　
　
め
た
こ
と
が
錯
誤
に
基
づ
く
と
の
上
告
理
由
に
対
し
事
実
認
定
を
非
難
す
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
（
二
〇
六
玉
）
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覇
国
例
・
研
、
究

し
た
σ
．

（
8
）
　
以
下
で
は
、
公
知
と
さ
れ
た
事
実
が
主
要
事
実
で
あ
っ
た
場
合
を
念
頭
に
間
接

　
事
実
の
用
語
を
用
い
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
本
件
の
よ
う
な
一
般
条
項
の
事
案

　
の
他
に
、
公
知
の
事
実
が
主
要
事
実
と
な
る
例
は
少
な
い
。

（
9
）
　
形
式
的
に
は
、
二
五
七
条
が
「
証
拠
」
の
章
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
根

拠
と
な
る
。
　
．
、

（
ユ
◎
）
　
弁
論
主
義
の
例
外
、
と
考
え
る
説
と
し
て
、
藝
切
。
簑
げ
㊤
昏
噛
O
δ
跨
慌
屋
9
、
註
P
瞭

α
。
の
留
魯
く
。
笹
巴
審
ぎ
戟
く
一
な
お
鳶
炉
蟹
。
警
撃
び
。
h
貯
知
。
ω
。
暮
。
薦
L
逡
P

　
ρ
卜
。
節
隼
…
肉
。
器
菩
。
茜
あ
9
≦
鋤
げ
蜂
韓
く
鵠
饗
。
器
脅
0
9
計
蜀
諺
慧
一
二
q
o
．
ミ
9
。

．
三
ケ
月
・
前
掲
書
一
五
九
頁
。

（
1
1
）
　
し
6
鱒
犀
§
び
8
げ
ー
ピ
騨
暮
。
昏
碧
戸
　
N
瞬
く
一
一
實
◎
器
ゆ
o
a
5
虞
p
窃
9
噛
お
・
　
掛
珪
一
二
〇
陰
・

【．

�
B
。
嚇
≦
一
8
蓉
お
『
嬢
急
6
同
。
器
ゆ
。
巳
遷
章
動
2
0
ぴ
Φ
お
＄
o
訂
Φ
輸
ド
諺
鼠
一
二

　
卜
δ
・
ヒ
⇔
幽
二
ω
・
①
ド
小
室
・
注
（
3
）
引
用
の
論
文
八
五
頁
、
同
・
注
解
民
事
訴
訟
法
③

　
四
＝
一
頁
、
新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
）
三
六
六
頁
。
判
例
も
同
旨
、
民

　
訴
二
一
＝
八
条
に
つ
き
大
判
明
治
三
六
・
六
・
り
七
民
録
九
！
七
四
二
、
大
楽
大
正

　
九
・
六
・
九
新
聞
一
七
四
還
一
七
。

（
1
2
）
　
三
ケ
月
・
前
掲
書
三
九
一
頁
つ

（
1
3
）
　
伊
東
乾
・
弁
論
主
義
一
〇
九
－
一
〇
頁
。

（
1
4
）
　
兼
子
・
民
事
訴
訟
法
体
系
二
四
八
頁
、
傍
東
・
前
掲
書
一
四
八
頁
、
前
揚
実
務

　
講
座
㈲
一
一
五
頁
。
反
対
、
三
ケ
月
・
前
掲
書
三
九
一
頁
、
新
堂
・
前
掲
語
格
六
三

　
頁
、
小
室
・
注
解
民
訴
㈲
三
九
六
i
七
頁
。

（
1
5
）
　
前
掲
実
務
講
座
㈲
＝
二
一
四
頁
、
申
野
貞
一
郎
1
1
松
浦
馨
1
1
鈴
木
正
裕
編
・
民

　
事
訴
訟
法
講
義
〔
補
正
版
〕
二
九
二
項
。

（
1
6
）
　
N
α
一
一
〇
び
N
等
譜
鷺
§
o
ゆ
鍵
畠
口
占
昌
伽
q
噂
お
．
》
亀
一
二
ω
．
δ
O
…
ω
8
ぎ
山
。
欝
麟
。
望

　
ぎ
巨
。
℃
宍
。
§
ヨ
。
暮
鴛
聾
ヨ
N
一
難
一
管
。
器
濤
o
a
譲
お
一
二
P
誘
鼠
一
こ
一
切
9
噂

　
ω
．
H
μ
◎
o
c
◎
．

九
四
　
　
（
二
〇
六
六
）

（
1
7
）
前
掲
実
務
講
．
座
働
＝
二
；
四
頁
、
前
掲
民
訴
法
講
義
二
九
二
頁
。

（
1
8
）
　
前
掲
実
務
講
座
㈲
一
四
頁
。

（
1
9
）
　
裁
判
上
知
り
得
た
事
実
に
つ
い
て
最
判
昭
和
五
七
・
三
・
三
〇
判
時
一
〇
三
八

　
－
二
八
八
は
上
告
審
の
事
実
認
定
権
を
承
認
し
た
。
裁
判
上
知
り
得
た
事
実
で
あ
る

　
こ
と
と
特
許
事
件
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
．
小
室
・
判
評
二
八
九
i

　
四
一
。

．
（
2
0
）
　
前
掲
実
務
講
座
㈲
二
四
頁
。

（
2
1
）
，
斎
藤
秀
夫
・
民
事
訴
訟
法
概
論
〔
新
版
〕
二
七
二
頁
、
同
・
注
解
民
訴
㈲
三
四

　
一
頁
、
小
山
・
前
掲
書
三
二
二
i
三
頁
。
・
．

（
2
2
）
　
前
掲
実
務
講
座
㈲
一
四
－
五
頁
。

（
2
3
）
　
ω
け
。
ぎ
↓
o
昌
僧
？
勺
。
崔
Φ
噂
鈴
鋤
q
O
こ
ω
．
目
Q
。
鈴
前
掲
実
務
講
座
㈲
一
五
頁
。

（
2
4
）
　
菊
井
維
大
一
－
村
松
英
夫
・
全
脳
民
事
訴
訟
丑
二
四
一
頁
、
前
掲
実
務
講
座
㈱
「

　
五
頁
。

（
2
5
）
　
通
説
。
三
ケ
月
・
前
掲
書
三
九
五
頁
、
兼
子
・
体
系
二
五
〇
頁
、
新
堂
・
前
揚

　
書
三
六
六
頁
、
小
山
・
前
掲
書
三
一
一
三
頁
、
困
。
器
ロ
σ
o
機
ひ
q
一
ω
o
ゲ
≦
鋤
σ
℃
p
伊
◎
二
・

　
Q
ゆ
．
ミ
O
切
の
富
ぎ
↓
o
暴
ω
幽
δ
匡
ρ
餌
・
僧
・
O
こ
q
ゆ
●
昌
◎
。
c
。
・

（
％
）
　
従
っ
て
、
本
条
を
適
用
し
た
場
合
に
は
裁
判
所
は
そ
の
旨
を
表
明
し
、
爾
後
の

　
当
事
者
の
事
実
の
存
否
に
関
す
る
証
明
の
機
会
を
保
障
す
る
べ
き
で
あ
る
。
閤
9
ギ

　
ぽ
犀
争
ω
◎
げ
α
⇔
貯
ρ
N
一
く
舞
葺
。
器
ゆ
器
。
導
℃
9
．
》
珪
一
こ
ω
．
叙
り
㎞
O
暑
器
胃
ざ

　
O
口
耳
昌
巳
騨
伊
q
Φ
5
住
霧
く
興
壁
げ
器
諺
器
。
拝
μ
卜
Q
6
跨
偉
協
一
・
聯
◎
摩
・
念
Q
。
．

（
2
7
）
　
注
（
6
）
（
7
）
（
1
1
）
に
掲
げ
た
判
例
の
他
、
最
判
昭
和
二
九
・
五
・
二
五
民
集
八

　
1
・
五
一
九
五
〇
も
同
様
。

（
2
8
）
　
ド
イ
ツ
の
通
説
（
注
（
3
8
）
㈲
）
が
顕
著
な
事
実
の
存
在
の
確
定
は
事
実
問
題
で

　
あ
る
と
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
9
）
　
三
ケ
月
・
前
掲
書
三
九
五
頁
、
払
剛
掲
実
務
講
座
㈲
．
一
三
頁
。

（
0
3
）
　
三
ケ
月
・
前
掲
書
三
九
五
頁
、
新
堂
・
前
掲
書
三
六
六
頁
。
反
対
、
判
例
う
菊
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井
野
村
松
∵
前
掲
書
二
四
〇
頁
、
前
掲
実
務
講
座
㈲
＝
二
頁
。

（
3
1
）
　
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
判
決
理
由
中
に
開
示
し
な
い
こ
と
宮
体
が
判
決
を
違
法
な

　
ら
し
め
る
か
否
か
は
、
上
告
理
由
の
法
的
重
土
に
か
か
っ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
例
え
ば
、
注
（
6
）
で
拳
げ
た
大
審
院
明
治
三
五
年
判
決
は
「
物
緬
騰
貴
ノ
事
実

　
ヲ
以
テ
裁
覇
所
二
於
テ
顕
著
ナ
ル
事
実
ト
認
定
シ
タ
ル
ハ
昏
惑
ノ
職
権
内
二
於
ケ
ル

　
ヘ
　
　
へ
　
　
　

　
適
法
ノ
認
定
ナ
ル
ヲ
以
テ
原
判
決
ニ
ハ
所
論
ノ
如
キ
不
法
ナ
シ
」
（
傍
点
筆
者
）
と
し

　
て
い
る
こ
と
か
ら
、
顕
著
か
否
か
の
判
断
が
違
法
な
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
上

　
告
可
能
性
を
認
め
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
3
）
　
斎
藤
「
顕
著
な
事
実
」
菊
井
編
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
下
一
〇
九
頁
、
同
・
前
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
民
訴
法
概
論
二
九
九
一
三
〇
〇
頁
。

（
3
4
）

（
3
5
・
）

（
3
6
）

（
3
7
）

合
は
、

　
に
明
白
・
重
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
こ
の
他
、
両
視
点
の
折
衷
的
見
解
と
し
て
、
ω
三
ケ
月
・
前
掲
書
三
九
五
頁

　
は
、
「
公
知
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
も
公
知
で
な
い
と
さ
れ
る
と
き
は
、
法
的
三
段

　
論
法
の
小
前
提
に
還
元
さ
れ
る
」
が
、
「
そ
の
下
位
の
三
段
論
法
（
公
知
、
の
事
実
と

　
み
る
べ
き
か
否
か
）
で
は
今
度
は
公
知
な
る
概
念
が
大
前
提
と
し
て
機
能
し
」
、
「
そ

　
の
限
度
で
は
公
知
の
事
実
の
訴
訟
法
上
の
取
扱
に
お
い
て
（
た
と
え
ば
上
告
の
適
否
）

　
再
び
経
験
法
則
の
取
扱
に
接
近
す
る
」
と
さ
れ
る
。
経
験
則
違
背
に
準
じ
て
上
昏
可

　
能
性
を
構
成
す
る
趣
鷺
で
あ
ろ
う
。
α
の
新
堂
・
前
掲
書
三
六
六
頁
は
、
同
書
を
引
用

　
し
つ
つ
「
公
知
と
認
定
す
る
に
至
っ
た
経
路
が
常
識
人
に
よ
っ
て
一
応
納
得
で
き
る

　
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
乏
を
要
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
適
法
な
事
実
の
確
定
と

　
い
え
ず
（
四
〇
三
条
参
照
）
、
そ
の
限
度
で
は
判
決
の
法
令
違
背
と
し
て
上
告
審
の

兼
子
1
1
星
野
・
本
文
申
引
用
の
評
釈
一
六
四
髭
五
頁
。

田
中
心
夫
・
新
版
証
拠
法
〔
増
補
三
飯
〕
三
九
－
四
〇
頁
。

小
室
・
注
（
3
）
引
用
の
論
文
九
一
f
二
頁
。

こ
れ
に
対
し
、
公
知
で
あ
る
事
実
を
公
知
で
な
い
と
し
て
証
拠
調
に
付
し
た
場

　
責
問
権
の
喪
失
（
二
㈲
の
）
に
対
応
し
て
破
棄
事
由
と
は
な
ら
な
い
。
判
決

判
例
薪
究

審
査
を
受
け
る
」
と
さ
れ
る
。
な
お
同
書
三
四
五
f
六
頁
に
よ
れ
ば
、
本
宮
顯
を
経

験
則
違
背
の
問
題
と
し
、
経
験
則
違
背
を
三
九
四
条
を
根
拠
条
文
に
一
八
五
条
の
違

　
へ背
で
は
な
く
「
判
決
の
法
令
違
肯
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
働
小
山
・
前
掲
書
三
二

　
二
；
三
頁
は
、
「
公
知
で
あ
る
か
否
か
に
億
一
定
の
基
準
が
あ
」
り
、
　
こ
の
基
準
は

事
実
認
識
の
基
準
で
あ
っ
て
、
「
公
知
の
事
実
を
証
明
を
要
し
な
い
事
実
と
す
る
（
法

的
評
価
の
）
基
準
と
は
区
劉
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
に
立
つ
と
、

前
者
は
事
実
聞
題
、
後
者
は
法
律
聞
誤
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
働
湘
。
の
Φ
⇔
σ
o
触
拶
q
I

ω
9
零
拶
ぴ
喩
勲
鈴
O
こ
ω
・
O
δ
甑
N
α
嵩
。
♪
9
。
●
p
O
こ
ω
．
δ
ゆ
鴇
≦
冨
0
8
器
評
矯

費
勲
O
二
G
ゆ
・
①
合
Q
a
富
ぎ
山
§
睦
む
a
一
瞬
◎
躍
ρ
同
学
O
二
ω
．
旨
。
。
c
。
●
小
室
・
注
解

民
訴
㈲
四
＝
二
頁
は
、
顕
著
な
事
実
の
存
在
の
確
定
は
、
事
実
審
の
専
権
に
属
す
る

事
実
問
題
で
あ
る
が
、
顕
著
の
概
念
の
誤
解
は
法
律
問
題
と
し
て
上
告
理
由
と
な
る

　
と
す
る
。
顕
著
の
概
念
の
誤
解
と
は
、
．
即
ち
本
条
の
解
釈
・
適
用
の
違
背
で
あ
る
か

　
ら
、
本
条
違
背
を
法
令
違
背
（
三
九
四
条
）
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

　
説
は
、
公
知
か
否
か
は
法
律
問
題
で
あ
る
と
す
る
説
と
同
じ
も
の
と
な
ろ
う
。

（
3
9
）
　
こ
れ
に
対
し
、
「
公
知
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
事
実
に
は
観
念
上
お
の
ず
か
ら
限

　
界
が
あ
り
、
当
該
社
会
の
共
通
知
識
と
し
て
通
用
す
る
に
足
る
だ
け
の
明
確
な
輪
郭

　
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
は
、
申
田
・
本
文
中
に
引
用
の
評

　
釈
一
一
四
頁
。
こ
の
点
は
む
し
ろ
、
一
般
条
項
（
事
情
変
更
の
原
則
）
の
主
要
事
実

　
の
問
題
及
び
上
告
可
能
性
の
問
題
に
帰
着
す
る
。

（
4
◎
）
　
同
旨
、
小
室
・
注
（
3
）
に
引
用
の
論
文
九
一
頁
、
同
・
注
解
民
訴
③
四
一
三

　
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
原
正
夫
・
七
戸
克
彦

九
玉
　
　
（
二
〇
六
七
）
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